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社会保障・税番号
              制度が始まりますマイナンバー 
まずは、平成27年10月から「通知カード」が送付されます。 マイナちゃん

社会保障・税番号（マイナンバー）制度とは 個人番号は次のような場面で使います

　マイナンバー制度は、国内に住所を有する方一人一人に個人番号（マ
イナンバー）を付番し、国や市など複数の機関が持つ個人情報が同一人
のものであると確認できることで、社会保障と税制度の効率化を図り、
給付や負担などの公平性を確保するための社会基盤です。
　個人番号は、社会保障・税・災害対策の各分野で利用されます。

　平成28年１月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで個人番
号を使用します。

※カードのご案内は2面をご覧ください。

制度の目的
　所得や行政サービス受給状況を把握しやすく
なるため、負担を不当に免れることや不正に給
付を受けることを防止し、本当に支援が必要な
方にきめ細かなサービスを提供できます。

公平・公正な
社会の実現

　さまざまな情報の照合・入力などに要してい
る作業の時間や労力などの無駄が削減されます。
業務間での連携が進み、事務の効率化が図られ
ます。

行政の効率化

　添付書類の削減など、手続きが簡素化され、
国民の負担が軽減されます。行政機関が持つ自
分の情報を確認したり、さまざまなサービスの
お知らせを受け取ったりすることができます。

国民の
利便性の向上

　マイナンバー制度の導入により、必要な情報を国や市などがネットワークで
やりとりすることが可能となるため、社会保障サービスなどの申請時に、住民
票や税証明書などの添付が不要になります。

市区町村 都道府県 医療保険者 年金支給者

社会保障
（年金・労働・
医療・福祉）

・年金の資格取得や確認・給付
・雇用保険の資格取得や確認・給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護　　　　　　　　など

税
・税務当局に提出する確定申告書・届出書・調書
　などに記載
・税務当局の内部事務　　　　　　　　　　　など

災害対策 ・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務　　　　　　　　　　など

具体的な利用場面

● 行政機関での手続きなど

● 民間事業者や勤務先での手続きなど

　児童手当の現況届を提出する
際に、市役所に個人番号を提供
します。

　厚生年金の裁定請求の際に
年金事務所に個人番号を提供
します。

　証券会社や保険会社などに
個人番号を提示し、法定調書
などに記載します。

　勤務先に個人番号を提示
し、源泉徴収票などに記載
します。

税の情報
世帯の情報 福祉の情報 医療保険

の情報 年金の情報

します。します。

します。します。

※現時点で想定されている手続きであり、今後変更されることがあります。


